
様式第２号

共 同 研 究 契 約 書 
　宮城県（以下「甲」という。）と　　　　　　（以下「乙」という。）とは、共同研究の実施について、次の条項により契約を締結する。

（共同研究）

第ｌ条　甲及び乙は、次の研究を共同で実施する。

（１）研究課題名

（２）研究の目的

（３）研究の内容

（実施期間）

第２条　共同研究の実施期間は、　年　月　日から　年　月　日までとする。

（実施場所）

第３条　共同研究の実施は、それぞれの研究施設内で実施することを原則とし、必要があれば相互に訪問し、共同でこれを行うことができる。

（研究の分担）

第４条　甲及び乙は、それぞれ別表第１のとおり研究を分担する。

（研究員）

第５条　甲及び乙は、それぞれ別表第２に掲げる研究員を本共同研究に参加させるものとする。

（経費の分担）

第６条　共同研究に要する経費は、研究の分担区分に応じて甲と乙がそれぞれ必要な額を負担するものとし、その内容は別表第３のとおりとする。ただし、これにより難い特別な事情がある場合は、甲乙の事前の協議により定めた割合で負担することができる。

（研究の中止）

第７条　甲及び乙は、天災その他止むを得ない理由により研究の継続が困難になったときは、協議の上、共同研究を中止することができる。

（研究結果の報告）

第８条　甲及び乙は、共同研究を終了又は中止したときは、共同研究結果を集約し相互に報告するものとする。

（研究成果の公表等）

第９条　甲又は乙は、共同研究の実施期間中において、相手方以外の者に研究内容を公表しようとするときは、あらかじめ相手方の同意を得なければならない。

２　甲は、共同研究の終了後に乙の同意を得て、研究成果を公表するものとする。ただし、乙から公表しないよう申し入れがあったときは、成果の全部又は一部を公表しないことができる。

３　乙は、本共同研究の終了後に研究成果を公表しようとするときは、あらかじめ甲の同意を　得なければならない。

（ノウハウの取り扱い）

第１０条　甲及び乙は、本共同研究の過程で生まれた研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、協議の上、書面にて指定するものとする。この場合、秘匿すべき期間を明示するものとする。

２　前項の秘匿すべき期間は、原則として、本共同研究完了の翌日から３年間とし、甲及び乙間で協議の上、決定する。ただし、当該期間を決定後において必要があるときは、甲及び乙間で協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができるものとする。

３　甲及び乙は、ノウハウの実施について、必要に応じ、協議する。

（知的財産権の出願等）

第１１条　甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じたときは、速やかに相手方に通知しなければならない。

２　甲又は乙に所属する研究員が本共同研究の過程において、それぞれ単独に遂行した部分に関し発明等が生じたときは、甲又は乙単独の所有とし、所有者が出願等の手続きを行うものとする。この場合、当該発明等に係る知的財産権（著作権及びノウハウを除く。）の出願等の前にあらかじめ相手方の確認を得るものとする。

３　甲及び乙は、甲又は乙に所属する研究員が本共同研究の過程において、共同で遂行した部分に関し生じた発明等に係る知的財産権のうち、自己に所属する研究員の持分を甲及び乙がすべて承継した場合において、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約に従い、共同して出願等を行うものとする。

４　前項において、自己に所属する研究員の持分を承継しない当事者がいる場合は、当該知的財産権を有する研究員と、自己に所属する研究員の持分を承継した当事者との間で出願等の取り扱いを協議するものとする。

５　著作権及びノウハウの取扱いについては、前条に規定するもののほか、甲及び乙間で協議の上、別に定めるものとする。

（秘密保持）

第１２条　甲及び乙は、相手方から秘密保持を条件に提供された一切の技術情報を秘密として扱い、事前の書面による同意なしに第三者にこれを開示してはならない。ただし、当該技術情報について、すでに公知であること、他の第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したこと、相手方から技術情報を提供された時点ですでに保有していたこと又は相手方から提供された技術情報によらずして独自に開発したことについて、書面で立証できるものについてはこの限りでない。

（輸出管理）

第１３条　甲又は乙は、本契約にしたがって相手方から提供される貨物又は技術を輸出又は提供を行うときは、外国為替及び外国貿易法等に従い、輸出許可等に必要な手続きを行うものとする。

２　甲又は乙は、本契約にしたがって相手方からの提供、支給、貸与等により使用するいかなる貨物又は技術について、大量破壊兵器等の設計、製造、使用、保管その他の目的で自ら使用し、又は自己以外の者に直接及び間接に輸出し、若しくは提供してはならない。

（研究成果品の帰属）

第１４条　本共同研究の結果生じた成果品は、甲乙協議の上、その帰属を定めるものとする。

（準用）

第１５条　第１０条及び第１１条の規定は、実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）に　基づく実用新案権及び実用新案登録を受ける権利並びに意匠法（昭和３４年法律第１２５号）に基づく意匠権及び意匠登録を受ける権利について準用する。

（協議）

第１６条　この契約に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協議の　上、定めるものとする。

　本契約を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を所持する。

　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　甲　　宮城県試験研究機関の長名　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　乙

　※相手方が２者以上の場合は、適宜関係箇所を改めるものとする。
別表第１  共同研究の分担

	区　　　　分
	研 究 課 題
	研 究 項 目
	備　　考

	（甲）
	
	
	

	（乙）
	
	
	

	
	
	
	


別表第２  共同研究の研究員

	区　　　　分
	職　　名
	氏　　　名
	備　　考

	（甲）
	
	
	

	（乙）
	
	
	

	
	
	
	


別表第３  共同研究の経費の分担

	区　　　　分
	項　　目
	金　　額
	内訳・説明

	（甲）


	
	
	

	（乙）
	
	
	

	
	
	
	



